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第第第第１１１１章章章章    事業者事業者事業者事業者のののの氏名及氏名及氏名及氏名及びびびび住所住所住所住所、、、、対象事業対象事業対象事業対象事業のののの名称名称名称名称 

１１１１    事業者事業者事業者事業者のののの氏名及氏名及氏名及氏名及びびびび住所住所住所住所 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

名古屋市上下水道局  局長 西部 啓一 

 

２２２２    事業事業事業事業のののの名称名称名称名称 

空見スラッジリサイクルセンター（仮称）建設事業（下水道終末処理場の建設） 

 

 

第第第第２２２２章章章章    対象事業対象事業対象事業対象事業のののの目的及目的及目的及目的及びびびび内容内容内容内容 

１１１１    事業事業事業事業のののの目的目的目的目的 

本事業は、下水道終末処理場（汚泥処理施設）の建設を目的とする。 

 

２２２２    事業事業事業事業のののの内容内容内容内容 

２-１ 下水処理の現状 

（１） 下水道の整備状況 

本市では、昭和 5 年に堀留、熱田の両水処理センターが運転を開始して以来 70 年余

が経過し、平成 16 年度末における市内の下水道の整備状況は、市街化区域の 91.7%に

あたる 27,620ha で整備が完了しており、全市の人口 220 万人の 98.0%にあたる 216 万人

の市民が、下水道を利用可能な状況にある。今後も、下水道普及率 100%に向けて、鋭意

整備を進めていくものである。本市の下水道整備の概況は図 2‐1 に示すとおりである。 

また、水環境の向上に関する社会的意識が高まってきている中、下水道事業が担う役

割も多様化してきており、下水道の普及促進のみならず、より高度な下水道システムの構

築を進めているところである。 

具体的には、本市は、下水道計画区域の約 6 割が合流式下水道の区域であり、雨天

時における公共用水域への汚濁負荷の流出を防止するための合流式下水道の改善※1

事業や、名古屋港、伊勢湾といった閉鎖性水域における水環境の改善を図るための下水

の高度処理化※2 を進めている。合流式下水道の改善事業としては、雨水滞水池※3 の建

設や夾雑物の公共用水域への流出防止を目的とした設備の設置などを進めている。下

水の高度処理化については、現在進めている露橋水処理センターや柴田水処理センタ

ーでの整備をはじめとして、各水処理センターについても、今後の改築更新時期との整

合を図りながら、効率的に実施していく考えである。 

   

（２） 下水汚泥の処理の状況 

本市における下水汚泥※4 の処理については、15 箇所の水処理センターから発生する

下水汚泥を、専用の汚泥輸送管で市南部に位置する汚泥処理施設を併せもつ 3 箇所の

水処理センター（山崎、柴田、宝神）に集約し、濃縮※5、脱水処理※6 後に焼却処理を行っ

ている。3 処理場全体で約 25,000m3/日（平成 13～15 年度平均）の汚泥を受け入れ、処

理により発生する焼却灰の量は約 44t/日（平成 13～15 年度平均）となっている。その有

効利用率※7 は、平成 15 年度末で約 89%となり全国的にも高い水準にある。有効利用の主

な用途は、土質改良材、セメント原料等であり、その他は埋立処分されている。 

現在の下水汚泥の処理方式としては、濃縮―脱水―焼却という工程を採用しており、

濃縮工程では重力濃縮※8、脱水工程ではベルトプレス脱水※9 または加圧脱水※10 を主体
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に行っており、脱水した汚泥は、流動焼却炉または多段焼却炉にて焼却処理を行ってい

る。 

なお、既存の汚泥処理施設の概要は表 2‐1 に示すとおりである。 

 

（３） し渣・沈砂の処理の状況 

水処理センターやポンプ所、及び雨水桝や下水管の清掃時に取り除いたし渣※11 や沈

砂※12 は、宝神水処理センターに車両運搬され、宝神水処理センター内に設置されている

洗浄施設において、洗浄処理されている状況である。 

このうち、し渣については、洗浄脱水後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係

法令を遵守し処分している。 

沈砂については、細かい砂と粗い砂に分別して、建設資材などに有効利用している。 

 

表 2-1 汚泥処理施設の概要 

施設名称 山崎水処理センター 柴田水処理センター 宝神水処理センター 

施設位置 南区忠次一丁目 9-24 南区元柴田西町 2-40 港区宝神四丁目 2501 

敷地面積 約 8ha 約 8ha 約 9ha 

焼却能力 
1 号：160t/日（平成 2 年） 

2 号：160t/日（平成 2 年） 

1 号：150t/日（平成 3 年） 

2 号：190t/日（平成 9 年） 

1 号：150t/日（昭和 51 年） 

2 号：150t/日（昭和 61 年） 

処理方式 

 

重力濃縮 

ベルトプレス脱水 

流動焼却炉 

焼却灰 

汚 泥 

高分子凝集剤 

 

同 左 

 

重力濃縮 

加圧脱水 

多段焼却炉 

焼却灰 

汚 泥 

塩化第二鉄 

消石灰 

 
焼却灰 

発生量 
約 9t/日 約 12t/日 約 23t/日 

焼却灰の 

主な 

利用用途 

セメント原料、陶管、透水性ブロック、タイル 

土質改良材（鳴海改良土センターで利用） など 
土質改良材 
（鳴海改良土センターで利用） 

注） （ ）内は供用開始年度を示す。 

 敷地面積は、汚泥処理施設の他に、下水処理施設を含む全体の面積である。 

 焼却は重量ベースで能力を表示するため t/日で表す。 

 焼却灰発生量は平成 13～15 年の平均値を示す。 

 

 

注） 
※1 合流式下水道の改善 ：下水を流す方法には、汚水と雨水を同じ管で流す「合流式下水道」と、別々の管で流す「分流式下水道」の 2

種類があり、合流式下水道の場合、晴れた日であれば、すべての汚水が水処理センターに送られて処理さ

れる。しかし、雨の日になると、一定の量を超えた雨水は汚水といっしょに直接河川へ放流されてしまうため、

こうした「合流式下水道」の欠点を緩和するために、雨水滞水池などを設置する施策のこと。 
※2 下水の高度処理化 ：通常の下水処理で得られる水質以上に、伊勢湾の富栄養化の原因となっている窒素やリンを除去することが

できる高水準な処理方法のこと。 
※3 雨水滞水池 ：管きょ内や路面に堆積した汚れを多く含んだ降雨初期の下水を、一時的に貯留し、合流式下水道からの越

流水による汚濁負荷量を減少させるための施設。 
※4 下水汚泥 ：下水処理過程において発生する泥状の沈殿物。なお、量の表示は m3/日で表す。 
※5 濃縮処理   ：汚泥処理の第 1 段階の処理であり、その後に続く処理を効率的に行うために汚泥を濃縮すること。 
※6 脱水処理         ：固形物として取り扱える程度まで含水率を下げること。 
※7 有効利用率 ：発生した灰を有効利用している割合。 
※8 重力濃縮         ：重力により汚泥を沈降させて濃縮する方法。 
※9 ベルトプレス脱水   ：二枚のろ布の圧搾とせん断により濃縮汚泥を脱水する方法。 
※10 加圧脱水         ：ろ板の間で圧力をかけて濃縮汚泥を脱水する方法。 
※11 し渣            ：下水または汚泥中に含まれているゴミなど。 
※12 沈砂            ：下水または汚泥中に含まれている砂分。 
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出典：「なごやの水道・下水道」（平成 18 年度版 名古屋市上下水道局）から作成 

図 2-1 下水道整備の概況 

 

事業予定地
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２-２ 下水道事業の基本方針と本事業の必要性 

下水道事業のうち、汚泥処理に関する主な基本方針を整理すると、以下のとおりであ

る。 

 

（１） 水環境の向上 

下水の高度処理化、合流式下水道の改善により河川に放流する汚濁負荷量を削減し、

水環境の向上を図る。 

 

（２） 汚泥量増加への対応 

下水の高度処理化、合流式下水道の改善による汚泥量の増加に対応し、汚泥処理施

設の増強を図る。 

 

（３） 施設の改築更新 

下水道施設の改築更新に際しては、施設の老朽化を考慮し優先度を設けるなど効率

的な整備を図る。 

 

（４） 周辺環境との調和 

汚泥処理施設を有する水処理センターの周辺は建設当時から比べて宅地化が進むな

ど土地の利用状況は変化してきている。これらを考慮し、周辺環境と調和のとれた汚泥処

理施設計画を進めていく。 

 

（５） 下水道資源の有効利用 

下水汚泥の焼却灰は、現在、土質改良材を始めセメント原料、ブロック等に有効利用さ

れている。今後は、その他の建設資材などへの利用用途を広げ、一層のリサイクルの促

進を図る。 

 

以上を踏まえると、水環境の向上を図るためには、公共用水域の水質改善策として、各

水処理センターにおける下水の高度処理化、及び合流式下水道の改善が必要であり、こ

れらに伴って増加する汚泥量に対して汚泥処理施設の増強も必要不可欠である。 

また、既存の汚泥処理施設はいずれも古くから運転をしているため、施設の老朽化が

進んでおり、適宜、改築更新を実施していく必要に迫られている。特に、宝神水処理セン

ターにおける焼却炉を始めとした汚泥処理施設は、他の2汚泥処理施設に比べて処理方

式が古く、老朽化も進み、早急な改築更新が必要な状況にある。 

これに対して、既存の汚泥処理施設を有する水処理センターはいずれも用地が狭いた

め、現在の処理能力を維持した上での更新は困難な状況にあり、さらに下水の高度処理

化及び汚泥処理施設の増強のための用地が必要となるが、既存の汚泥処理施設を有す

る水処理センターの焼却炉は屋外に設置されており、周辺の景観との調和に関して課題

を残している。また、建設当時から比べて周辺の宅地化が進むなど土地の利用状況が変

化してきており、用地を拡張することも困難な状況にある。 

さらに、汚泥焼却灰の有効利用については、発生量の抑制と利用用途の拡大が課題と

なっている。特に、宝神水処理センターの汚泥処理施設において発生する石灰系の汚泥

焼却灰については、他の 2 汚泥処理施設で発生する高分子系のものに比べ、発生量が

多く、利用用途も限られている。そのため、処理方式を統一することで、発生量の抑制と

利用用途の拡大による有効利用率の向上を図る必要がある。 

これらの状況に対処するためには、新たな用地において汚泥処理施設を建設すること

が不可欠であり、施設の老朽化が著しく早急な改築更新が必要な宝神水処理センターに
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できるだけ近く、将来の汚泥量増加を見据え一定のまとまった用地取得が可能であり、か

つ付随する既存の汚泥輸送管のネットワークを有効に利用できるという観点から、宝神水

処理センターの南約 3 ㎞の空見町地内に位置する事業予定地に新たな汚泥処理施設の

建設を行うものである。また、併せて宝神水処理センターの汚泥処理施設を休止する。な

お、宝神水処理センターの水処理施設については、将来的に高度処理化を図りつつ処

理能力の増強を予定している。 

建設にあたっては、港湾地域計画等との整合を図りながら整備を行っていくものとし、

周辺地域への熱供給などを視野に入れながら、効率性、経済性、維持管理性に優れた

省エネルギー型のシステムの採用、焼却灰のリサイクルの促進及び廃熱エネルギーなど

の活用を図り、循環型社会の形成に寄与するように努めた施設づくりを目指すものとす

る。 

 

２-３ 下水汚泥処理全体計画 

下水汚泥は、表 2‐2 に示すとおり、今後の下水の高度処理化、合流式下水道の改善

等の事業進展により増加すると見込んでおり、将来の発生汚泥量は約 34,000m3/日（日

平均）の予定である。なお、下水の高度処理化と合流式下水道の改善についての事業方

針は以下に示すとおりである。 

 

＜下水の高度処理化＞ 

公共用水域の水質保全の観点から、将来的には全水処理センターで実施する予定で

あるが、事業実施には多大な費用と長い年月がかかるため、施設の老朽化に対して必要

となる改築更新時期を捉えての効率的実施を基本にすすめる。 

その結果、概ね 20 年後において既存水処理センターの約 30%を高度処理化し、その

他においても暫定的に凝集剤添加による対応を行う予定である。 

 

＜合流式下水道の改善＞ 

本市の約6割を占める合流式区域において、既存の合流式下水道は活かしつつ、シス

テム上、未処理の状態で放流される汚濁負荷の高い下水の量を抑制することで、合流式

区域における河川等への BOD 負荷量※1 を削減する施策をすすめる。 

具体的には、降雨初期の汚れた下水を一時貯留する雨水滞水池の設置を主体に取り

組んでいく予定である。 

その結果、概ね 20 年後にはこれら所定の合流式下水道の改善を、100%整備する予定

である。 

 

また、既存の汚泥処理施設はいずれも古くから運転をしているため、施設の老朽化が

進んでおり、適宜、改築更新を実施していく必要に迫られている。したがって、将来増加

する発生汚泥量に対応するための能力増強も視野に入れた施設の改築更新を段階的に

進めていく必要がある。 

整備にあたっては、既存の汚泥処理施設を有する水処理センターはいずれも用地が

狭く、改築更新及び能力増強が困難な状況にあることから、全体計画としては、下水汚泥

処理についてのスケールメリットや、効率的な環境対策の実施を図るため、図 2‐2 に示す

とおり、現在の 3 箇所の集約処理から最終的には本施設を含め、2 箇所集約処理に移行

していく計画である。 

なお、本施設では全市の発生汚泥量の約 6 割を処理する計画で施設の整備を進め

る。 

また、し渣・沈砂の処理については、今後も継続的に同様の処理を行う計画であるが、

宝神水処理センターの水処理施設の増設時期、及び既存のし渣沈砂洗浄設備の耐用年

数経過を考慮した整備を進める計画である。 
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表 2-2 計画下水汚泥量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）現状発生汚泥量は平成 13 年から平成 15 年の年間平均を示す。 

 

＜現　状＞ 日平均処理汚泥量（H13～H15実績）

西山 植田 鳴海 柴田柴田柴田柴田 約9,400m
3

伝馬町

守山 名城 堀留 熱田 山崎山崎山崎山崎 約8,200m3 　　　合計　約25,000m3

千年

露橋 岩塚 打出 宝神宝神宝神宝神 約7,400m3

 

＜全体計画＞ 日平均処理汚泥量
※

西山 植田 鳴海 約14,000m
3

　　　合計　約34,000m
3

平田

守山 名城 堀留 熱田 千年 空見空見空見空見 約20,000m
3

露橋 岩塚 打出 宝神

※ については、山崎又は柴田のいずれかで対応
…　汚泥輸送管（圧送方式）
…　水処理センター

伝馬町

 

図 2-2 下水汚泥の集約処理計画 

 注） 
※1BOD負荷量：BODは、水の汚れ（有機物）の指標であり、数値が高いほど汚れていることを示し、水の汚れを微生物によって分解するとき

に消費される酸素量（生物化学的酸素要求量）のこと。BOD 負荷量はその量のこと。 

現状発生
汚泥量

将来発生
汚泥量

(m3/日） (m3/日） 整備率 算出根拠

下水道整備 約 24,500 約 26,000 約 100 %

下水道の普及及び水洗化率の向上による。

(H13～15年)整備率 97%、水洗化率99.7%：24,500m3/日
(将　　 来)整備率100%、水洗化率100%：
将来発生汚泥量＝24,500/0.97/0.997

　　　　　　　＝25,300→約26,000m3/日

合流式下水道
の改善

約 350 約 3,000 約 100 %

合流改善による回収可能な汚濁負荷の増加による。
合流改善整備面積：16,906(ha)
地表面汚濁負荷量：183(kg/ha/年)
名古屋市の年間降雨日数：110(日)
将来発生汚泥固形物量＝16,906×183/1000／110＝28.1t/日
将来発生汚泥量（汚泥濃度1％）＝28.1/0.01＝2,810

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→約3,000m3/日

下水の
高度処理化

― 約 4,500 約 65 %

高度処理の採用による。
除去率向上による増加：12%増加
凝集剤添加による増加：11%増加
将来発生汚泥量＝（下水道整備による将来発生汚泥量＋
　　　　　　　　　合流式下水道の改善による将来発生汚泥量）
　　　　　　　　×汚泥増加率×整備率
　　　　　　　＝(26,000+3,000)×(0.12+0.11)×0.65
　　　　　　　＝4,335

　　　　　　　→約4,500m3/日

発生汚泥量 約 25,000 約 34,000 ― ―

発生原因
別事業
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２-４ 事業の内容 

（１） 対象事業の種類 

下水道終末処理場の建設 

 

（２） 事業予定地の位置及び面積 

ア 位置 名古屋市港区空見町 1 番地の 5 及び 9（図 2-3 参照） 

イ 面積 約 16 ha 

 

（３） 事業計画の概要 

第1期工事の土木・建築工事は本施設全体の1/2規模の施設を対象とし、敷地全体の

造成及び管理棟などの共通施設の建設を含むものである。また、第 1 期工事の設備工事

は本施設全体能力の 1/4 規模の施設が対象である。 

第 2 期工事以降は事業着手から概ね 20 年程度を目途に汚泥量の増加に合わせて、

本施設全体能力の 1/4 規模を超えない範囲で段階施工を行う計画である。 

 

ア 施設規模と型式 

（ア） 計画汚泥量 

日 平 均 ： 本施設全体供用時：20,000m3/日 （日最大：27,000m3/日） 

 第 1 期施設供用時： 5,000m3/日 （日最大：6,750m3/日） 

汚泥処理方式 ： 遠心濃縮※1－スクリュープレス脱水※2－流動焼却 

 

（イ） 焼却規模と型式 

型  式 ： 流動焼却炉 

焼却能力 ： 本施設全体供用時 1,600t/日（200t/日×8 炉） 

 第 1 期施設供用時 400t/日（200t/日×2 炉） 

煙  突 ： 高さ 80m （内筒 4 本、外筒 1 本） 

灰発生量※3          ： 本施設全体供用時 約 60t/日 

第 1 期施設供用時 約 15ｔ/日 

 

（ウ） 返流水処理施設 

処理方式 ： 凝集沈殿法※4  （処理水は宝神水処理センターへ送水） 

返流水処理能力 ： 本施設全体供用時 40,000m3/日（日最大） 

   第 1 期施設供用時 10,000m3/日（日最大） 

 

（エ） し渣、沈砂洗浄棟 

し渣洗浄能力 ： 本施設全体供用時  3,000t/年 

沈砂洗浄能力 ： 本施設全体供用時 12,000t/年 

    

し渣は、産業廃棄物として廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係法令を遵守し

処分する計画である。沈砂は埋め立て材などに有効利用する計画である。なお、宝神

水処理センターにある既存のし渣・沈砂洗浄施設の耐用年数を考慮して新設する。 

 注） 
※1 遠心濃縮機 ：遠心力を利用した回転形の濃縮機。 
※2 スクリュープレス脱水機 ：円筒状のスクリーンとスクリュー羽根から構成され、スクリュー羽根の圧搾とせん断力により脱水する脱水機。 
※3 灰発生量 ：汚泥が焼却されると約 30%の無機分が灰となって発生する。 

 （本施設全体供用時 20,000m3/日×1/100（汚泥濃度 1.0%）×30/100（無機分 30%）＝60t/日） 

 （第 1 期施設供用時  5,000m3/日×1/100（汚泥濃度 1.0%）×30/100（無機分 30%）＝15t/日） 
※4 凝集沈殿法 ：凝集剤により汚濁物質を沈殿除去する方法。 

土質改良材、セメント 

原料などへ有効利用 
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1/25000 の事業予定地周辺の図 

 

図 3-5-1 事業予定地の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-5-1　事業予定地の位置1 : 25,000

0m 15001000500

事業予定地

学区界

学区界

稲永学区

野跡学区

図 2-3 事業予定地の位置 



 9 

イ 施設計画 

施設の概要は表 2-3 に示すとおりである（評価書時点の施設概要は、参考資料参

照）。 

施設は、機能毎に別棟とし、受泥棟、汚泥棟、焼却炉棟、返流水処理施設、管理棟、

受電棟、し渣洗浄棟、沈砂洗浄棟及び熱利用棟を計画する。 

汚泥焼却から発生する熱は、場内で利用するとともに、今後、利用用途を検討し、熱

の有効利用を図ることとする。 

なお、し渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟のみ昼間運転とし、それ以外の施設は 24 時間稼

働である。 

 

表 2-3 施設の概要 

施設の形状寸法 
項  目 施 設 の 概 要 

第 1 期施設供用時 本施設全体供用時 

受泥棟 汚泥の受入、貯留を行う施設 
平面：52m×46m 

高さ：13m 

平面：91m×46m 

高さ：13m 

第 1 汚泥棟 汚泥の脱水などを行う施設 平面：118m×40m 高さ：25m 

第 2 汚泥棟 同上 － 
平面：118m×40m 

高さ：25m 

第 1 焼却炉棟 脱水汚泥を焼却する施設 
平面：59m×95m 

高さ：25m 

平面：110m×95m 

高さ：25m 

第 2 焼却炉棟 同上 － 
平面：110m×95m 

高さ：25m 

返流水 

処理施設 

返流水を凝集沈殿法により処理する

施設 

平面：30m×83m 

高さ：6m（地下 12ｍ） 

平面：56m×83m 

高さ：6m（地下 12m） 

受電棟 本施設の受電を行う施設 
平面：31m×24m 

高さ：15m 

平面：31m×53m 

高さ：15m 

熱利用棟 焼却廃熱を利用する施設 平面：51m×29m 高さ：18m 

し渣洗浄棟 
本施設及び各水処理センター等から

発生するし渣を洗浄脱水する施設 
－ 

平面：30m×50m 

断面：高さ 20m 

沈砂洗浄棟 
本施設及び各水処理センター等から

発生する沈砂を洗浄する施設 
－ 

平面：48m×50m 

断面：高さ 20m 

管理棟 本施設の運転管理を行う施設 平面：25m×44m、高さ：11m 

 

ウ 配置計画 

配置計画は、図 2-4(1)～(2)に示すとおりである（評価書時点の配置計画は、参考資

料参照）。 

配置計画は、当初計画を見直し、以下に示す内容を変更した。これにより、機能の

合理化、建設コストを含めたトータルコストの低減を図る。 

・ 返流水処理方式について、コスト、維持管理性の観点から、水処理方式の見直しを

行い、施設をよりコンパクトにした。 

・ 汚泥棟への送泥距離を短くし、維持管理上のリスクを軽減するため、受泥棟を第１汚

泥棟と第 2 汚泥棟の間に配置した。 

・ 周辺環境対策に配慮し、臭気の漏洩が懸念されるし渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟を敷
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地中央部にあたる第 1 焼却炉棟と第 2 焼却炉棟の間に配置した。 

・ 熱利用効率を高める観点から、熱利用棟を設け、最短の動線で熱回収が可能な第1

焼却炉棟と第 2 焼却炉棟の間に配置した。 

・ 受電・ポンプ棟は、返流水を自然流下で送水することとしたためポンプ施設がなくな

り、 受電棟とした。 

・ 管理棟は、正門からの動線を考慮して正門や駐車場から近い位置とし、受電棟と配

置替えした。 

・ 返流水処理施設の第 1 期整備位置は、返流水の返送ルートが東側方向であること

から、敷地境界に近い東側とした。 

 

 

正門 

約650m 

約710m 

Ｎ 

緑

地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

S=1/5000 

煙突 

約240m 

※造成工事は敷地全体に対して行う 

※第1焼却炉棟は基礎工事を全体に対して行う 

※機械電気設備は全体の1/4規模を整備する 

管理棟 受電棟 第1汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

受泥棟 
（汚泥受入） 

熱利用棟 

返流水 

処理施設 
駐車場 

第1焼却炉棟 
（焼却・排ガス処理） 

図 2-4(1) 第 1 期施設配置計画 

 

 

正門 

約240m 

約650m 

約710m 

Ｎ 

緑

地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

S=1/5000 

煙突 

第2汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

第1汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

第1焼却炉棟 
（焼却・排ガス処理） 

熱利用棟 

返流水 

処理施設 
駐車場 

受 泥 棟 
（汚泥受入） 

受電棟 

し渣 

洗浄棟 
沈砂 

洗浄棟 
第2焼却炉棟 

（焼却・排ガス処理） 

管理棟 

図 2-4(2) 全体施設配置計画 
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エ 汚泥処理フロー 

汚泥処理フローは図 2-5 に示すとおりであり、汚泥、排ガス及び返流水系統は図

2-6 に示すとおりである。 

 

 
汚
泥
受
入 

機
械
濃
縮 

機
械
脱
水 

焼

 
 

却 

焼却灰 

集

 
 

塵 

排
ガ
ス
処
理 

焼却熱 

（資源化等） 

（熱利用） 

返流水処理 
返流水（宝神水処理センターへ送水）

汚泥 ：汚泥輸送管で輸送された各水処理センターで発生した汚泥。 
返流水(高濃度) ：濃縮や脱水処理により発生する高濃度な排水。 
返流水(低濃度) ：本施設内で発生する雑排水などの低濃度な排水。 

機械濃縮 ：汚泥を機械により強制的に濃縮する。 
機械脱水 ：濃縮した汚泥を機械により脱水し、後段の焼却効率を高める。 
焼却 ：脱水した汚泥を焼却により減量化及び質的安定化させる。 
集塵 ：焼却により発生した排ガス中のばいじんを除去する。 
排ガス処理 ：焼却により発生した排ガス中の有害物質を除去する。 
返流水処理 ：汚泥処理過程で発生した返流水を宝神水処理センターで処理可能な水質まで処理を行う。 

し渣・沈砂洗浄 ：汚泥処理過程で発生したし渣、沈砂及び各水処理センター等で発生し、本施設に運搬したし渣、沈砂
の洗浄脱水を行う。 

し渣・沈砂洗浄 し渣・沈砂 （資源化等） し渣･沈砂 

汚 泥 

煙

 
 

突 

汚泥 
排ガス 
返流水 
し渣・沈砂 

返流水 
（低濃度） 

返流水（高濃度） 

図 2-5 計画処理フロー 

 

 

 

 Ｎ 

S=1/5000 

正門 

緑

地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

煙突 

第2汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

第1汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

第1焼却炉棟 
（焼却・排ガス処理） 

熱利用棟 

返流水 

処理施設 

受 泥 棟 
（汚泥受入） 

受電棟 

し渣 

洗浄棟 
沈砂 

洗浄棟 
第2焼却炉棟 

（焼却・排ガス処理） 

宝神水処理センター 

汚泥 
排ガス 

返流水（高濃度） 
返流水（低濃度） 

管理棟 

駐車場 

 

図 2-6 汚泥、排ガス及び返流水の計画系統図 
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オ 緑化計画 

緑化にあたっては、樹種の選定に際しては周辺に存在する潜在自然植生に配慮し

た緑化を行うとともに、事業予定地内及びその周辺に現在生息している動物が、引き

続き生息できるような環境を創出することに配慮するなど、具体的な緑化計画の策定に

あたっては、以下に示すコンセプトを基本にすすめる。 

なお、第1 期施設供用時において、主に敷地周囲約 20m を緑化し、敷地面積の20%

以上（本施設全体供用時では約 30%）を緑地とする。 

 

【周辺環境への配慮】 

・施設内の緑化推進により、ヒートアイランドの抑制に努める。 

・「名古屋港景観基本計画」の港湾景観形成の基本方針にもある“まちや既存の緑地と

の一体性に配慮”を意識し、広域的な観点から、将来的な周辺の緑化ベルトにも対応

できるよう、本施設内の緑化についてもできる限り連続性を持たせた配置を目指す。 

・自然環境保全の観点から、植栽種の選定にあたっては、外来種を避け、周辺に存在す

る潜在自然植生の樹種を基本に検討をすすめるとともに、その整備についても維持管

理まで含めた長期的な視点にたち、動物や植物の多様性を踏まえ生態系の維持にも

配慮した緑化計画をすすめる。 

 

【生き物とのかかわり】 

・事業予定地内及びその周辺に現在生息している動物が、引き続き生息できるような環

境を創出し、その保全に努める。 

 

【人の交流】 

・来訪者が気軽に利用でき、緑を通じて訪れる人々に対して安らぎを与えるような緑地の

配置や機能を持たせる。 

 

 

カ 雨水排水計画 

事業予定地内に降った雨水は側溝で集水し、表 2-4 に示す放流先に放流する。な

お、雨水の一部は場内で洗浄用水や散水用水等に利用するとともに、保水性舗装の

設置や緑化による地下浸透を図ることで、敷地外への雨水流出量を極力低減させる。 

 

 

表 2-4 雨水放流先 

項 目 放    流    先 

工事中 
場内の雨水は、現状どおり周囲の側溝及び既設排水管に排水

し、事業予定地周辺の庄内川及び名古屋港に放流する。 

供用時 側溝で集水した雨水は、事業予定地西側の庄内川に放流する。 

 

キ 供用開始時期 

平成 26 年度第 1 期施設供用開始 
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ク 処理方式の検討経緯 

本市の既存の 3 汚泥処理施設は、現在すべての施設において焼却処理を行ってお

り、発生する焼却灰の有効利用については、平成 15 年度において有効利用率が約

89%となり、全国的にも高い水準を維持している状況である。一方、現況の汚泥処理に

おける課題としては、下水汚泥の集約処理により長距離輸送に伴う嫌気化や汚泥性状

の変動が生じやすい状況にあり、濃縮工程での沈降性の悪化を招き、後段の汚泥処

理全体の効率性の低下を引き起こすケースもあり、これに対する対策が必要となってい

る。また、焼却炉に関しては、適正な環境対策を維持しつつ安定した汚泥処理を継続

するための機能を有し、かつ実績のある方式の選択が必要である。併せて汚泥処理過

程で発生する返流水は、通常の下水の水質に比べ高濃度であり、併設する水処理施

設への影響に配慮する必要がある。そのため、新たに建設する本施設については、以

上に掲げた課題を踏まえ、以下に示すとおり処理方式の検討を進めた。 

 

（ア） 濃縮 

濃縮は、受け入れた汚泥の最初の処理工程であるため、汚泥性状の変動や量

的変動に対しても安定的かつ効率的な処理が可能であることを第一条件に考え、

「遠心濃縮機」を導入する計画である。 

 

（イ） 脱水 

脱水は、現在、山崎水処理センターと柴田水処理センターで採用しているベルト

プレス脱水機を含め検討を進めてきたが、ベルトプレス脱水機は、機器が多台数と

なり維持管理機器点数が多くなること、システム上の特性から洗浄水を多量に使用

すること、臭気の捕臭性が悪いことなどを考慮した上で、安定処理、少使用水量、

省エネルギーといった観点からの優位性が認められる「スクリュープレス脱水機」を

導入する計画である。 

 

（ウ） 焼却 

焼却は、これまでどおり、焼却灰の有効利用の推進及び悪臭対策や NOx 対策な

どに優位性があり、かつ燃焼効率に優れたものとして、現在、山崎水処理センター

と柴田水処理センターでも採用している「流動焼却炉」を導入する計画である。 

 

（エ） 返流水処理 

返流水処理は、汚泥処理工程から発生する高濃度な返流水を、返送先の宝神

水処理センターの水処理に悪影響を及ぼさないレベルまで本施設内で処理をする

ものであり、処理方式の検討に際しては、運転管理が容易で、省スペース、省エネ

ルギーであり経済性でも有利な「凝集沈殿法」を採用する計画である。 

なお、本施設の第 1 期施設供用時においては、返流水を宝神水処理センターへ

返送した場合でも、放流水の濃度、負荷量ともに現況を下回ると推定している。また、

本施設全体供用時においても、高度処理施設の導入により、同様の結果が得られ

ると推定している。（図 2-7 参照） 

 

上記に示したとおり、処理方式の検討を進め、今後の事業化に向けた詳細検討をし

ていく予定であるが、本施設で対象としている汚泥処理、返流水処理の方式は、技術革

新が著しいため、今後の新技術などの動向を考慮して、より効率的で省エネルギー型の

技術が発生した場合には、柔軟に対応を検討し、処理方式等を選定することとする。 
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図 2-7 返流水返送による宝神水処理センター放流水の濃度と負荷量 

＜現状＞

　　　　工水・汚泥

＜第1期：宝神水処理センターに空見の第１期分の返流水が返送された場合＞

　　　　工水・汚泥

　　　　工水・汚泥

※水量は日平均値を示し、返流水量については高濃度返流水と低濃度返流水の合計値を示している。
※処理能力は日最大で表示している。

＜全体：宝神水処理センターに高度処理導入、空見の全体計画の返流水が返送された

(排ガス洗浄水を含む)

宝神水処理センター
標準活性汚泥法

処理能力150,000m3/日

放流水

72,100m
3
/日

宝神水処理センター
標準活性汚泥法

処理能力150,000m3/日

放流水

69,700m3/日

返流水

31,300m3/日

流入下水

83,700m3/日

流入下水

83,700m3/日

返流水

11,300m
3
/日

空見へ送水し、再利用

2,700m3/日空見スラッジリサイクルセンター
第1期

(排ガス洗浄水は循環利用)

宝神汚泥処理場

宝神水処理センター
増設・高度処理導入

処理能力225,000m3/日

放流水

145,100m3/日

流入下水

127,000m3/日

返流水

41,500m3/日

空見へ送水し、再利用

13,400m3/日空見スラッジリサイクルセンター
全体計画完成

(排ガス洗浄水は循環利用)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 9.46 397 12.43 190 21.88 7.0 0.50
COD 86 7.20 347 10.86 157 18.06 14.0 1.01
SS 109 9.12 1080 33.80 373 42.93 8.0 0.58

T-N 22.0 1.84 71.2 2.23 35 4.07 16.3 1.18
T-P 4.0 0.33 22.5 0.70 9 1.04 1.1 0.08

放流水混合水(A+B)返流水(B)流入下水(A)
項目

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 9.46 352 3.98 141 13.44 5.2 0.36
COD 86 7.20 91 1.03 87 8.23 7.7 0.54
SS 109 9.12 91 1.03 107 10.15 2.2 0.15

T-N 22.0 1.84 51.0 0.58 25.4 2.42 11.7 0.82
T-P 4.0 0.33 4.2 0.05 4.0 0.38 0.5 0.03

混合水(A+B) 放流水
項目

流入下水(A) 返流水(B)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 14.35 352 14.61 172 28.96 3.4 0.49
COD 86 10.92 91 3.78 87 14.70 6.3 0.91
SS 109 13.84 91 3.78 105 17.62 1.0 0.15

T-N 22.0 2.79 51.0 2.12 29.1 4.91 7.4 1.07
T-P 4.0 0.51 4.2 0.17 4.0 0.68 0.4 0.06

項目
流入下水(A) 返流水(B) 混合水(A+B) 放流水
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（４） 工事実施計画の概要 

第 1 期施設の工事は、現土地所有者による現有地上構造物の解体撤去後に着工する

ものとし、平成 20年度から工事を開始し、平成 26 年度の供用開始を目指す。第 2 期施設

以降の工事は、発生汚泥量の増加にあわせ、概ね 20 年程度を目途に、敷地の東側から

西側へ段階的に工事を行う計画である。 

環境影響評価書の予測評価の対象とした工事範囲は、表 2-5 に示すとおりである。 

 

表 2-5 環境影響評価書の予測評価の対象とした工事範囲 

工事区分 工事範囲 

第 1 期 

工  事 

第 1 期施設の工事範囲は、図 2-8 に示すとおりであり、土木・建築工事は、本施設全体
の 1/2 規模の施設を対象とし、設備工事は、本施設全体の 1/4 規模の施設を対象とする。 

なお、第１期施設工事は、敷地全体の造成及び管理棟などの共通施設の建設を含むこ
とから本事業においては最も工事規模が大きい。第 2 期施設以降の工事は、本施設全体
能力の 1/4 規模を超えない範囲で段階施工を行う。 

西側施設

工   事 

ラムサール条約登録湿地に隣接する西側での最大規模の工事範囲は、図 2-9 に示すと
おりであり、土木・建築工事は、受泥棟が 1/2 規模、第 2 汚泥棟が全体施設を対象とし、第
2 焼却炉棟は基礎工事を全体に対して行う。設備工事は本施設全体能力の 1/4 規模の施
設を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 第 1 期工事範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 西側施設工事範囲 

 

約240m 

約650m 

約710m 

Ｎ 

第1期工事対象施設 

※造成工事は敷地全体に対して行う 
※第1焼却炉棟基礎工事は全体に対して行う 

※機械電気設備は全体の1/4規模を整備する 

第1期盛土範囲 

煙突 
熱利用棟 

第1汚泥棟 

S=1/5000 

受泥棟 受電棟 

返流水 

処理施設 

第1焼却 

炉棟 

管理棟 

 

約240m 

約650m 

約710m 

Ｎ 

工事対象施設 
※第2焼却炉棟基礎工事は全体に対して行う 

※機械電気設備は全体の本施設全体能力の1/4規模を整備する 

 受電棟及び熱利用棟は機械電気設備工事のみで、本施設全体能力の1/4規模を
整備する 

 煙突は配管工事のみで、本施設全体能力の1/4規模を設備する 

煙突 
熱利用棟 

第1汚泥棟 

S=1/5000 

第1焼却炉棟 

第2汚泥棟 

返流水 

処理施設 

受泥棟 

第2焼却炉棟 

工事対象施設（機械電気設備のみ）

管理棟 受電棟 
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ア 土木・建築工事 

土木工事は、本施設建設にあたって支障となる現存施設の基礎杭、地中ベースコン

クリートなどの既設地下構造物の撤去を行い、その後、基礎杭を打設し、各施設の地

下構造物の建設、建築工事、造成及び場内整備の順に行う。造成にあたっては、浸水

を考慮して現況地盤から約 1m 盛土する計画である。 

既設地下構造物の撤去、各施設の地下構造物の建設にあたっては、掘削部の深度

に対応して止水性のある土留め壁等を用い締め切った状態で行う、あるいは、止水性

の高いソイルセメント地下連続壁を不透水層まで貫入させ側面を止水した状態で掘削

を行う等の地下水のしみ出しを抑える締切工法を採用する。 

また、コンクリート打設に伴うアルカリ性排水についても、上述の締切工法により敷地

外への流出を抑える。 

建築工事は各施設の地下構造物の建設終了後に汚泥棟、管理棟などの建設を行

う。 

 

イ 設備工事 

設備工事は、土木・建築工事終了後に汚泥焼却設備、受電設備などの機械設備、

及び電気設備の据え付け等を行う。 

 

ウ 工事期間 

工事期間は、平成 20 年度から平成 40 年度頃を予定しており、このうち工事規模が

大きく、環境影響評価の対象となっている第１期施設工事及び西側施設工事の工程は、

表 2-6 及び表 2-7 に示すとおりである。 

 

表 2-6 第 1 期施設の工事工程表 

 

 

 

 

 

 

表 2-7 西側施設工事工程表 

 

 

 

 

 

 

 

エ 工事関連車両の走行ルート 

工事関連車両の走行ルートは図 2-10 に示すとおりである。 

走行ルートは、工事関連車両の分散化、事業予定地入退場の混雑緩和のため、2

ルートとした。 

 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

土木・建築工事

設備工事
1部供用

開始

　　　　：現地工事

区分 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度

土木・建築工事

設備工事
西側施設一
部供用開始

　　　　：現地工事



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 工事関連車両の走行ルート 
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第第第第３３３３章章章章    環境影響評価手続環境影響評価手続環境影響評価手続環境影響評価手続きのきのきのきの経緯経緯経緯経緯 

環境影響評価手続きの経緯は表 3-1(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 3-1(1) 環境影響評価手続の経緯 

事    項 日  程  等 

提  出 平成 15 年 6 月 23 日 

期 間  平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 7 月 30 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 
縦 覧 

縦覧者数  18 人 

期 間  平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 7 月 30 日 

場 所 
上下水道局下水道本部下水道建設部計画課 

及び西部管路事務所当知出張所 

環境影響評価 

方法書   

事業者に

よる閲覧  

閲覧者数  6 人 

提出期間  平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 8 月 14 日 
環境影響評価

方法書に対す

る市民等の意

見  
提出件数  7 件 

期 間  平成 15 年 9 月 26 日から平成 15 年 10 月 10 日 

場 所  
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 

環境影響評価

方法書に対す

る市長の意見 

（方法意見書）  

縦 覧 

縦覧者数  4 人 

提  出 平成 18 年 1 月 25 日 

期 間  平成 18 年 2 月 6 日から平成 18 年 3 月 7 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 
縦 覧 

縦覧者数  15 人 

開催日 平成 18 年 2 月 12 日 

場 所 名古屋市立野跡小学校 体育館 

環境影響評価 

準備書   

説明会  

参加者数  39 人 
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表 3-1(2) 環境影響評価手続の経緯 

事    項 日  程  等 

提出期間 平成 18 年 2 月 6 日から平成 18 年 3 月 22 日 
環境影響評価

準備書に対す

る市民等の意

見 
提出件数 1 件 

提  出 平成 18 年 5 月 25 日 

期 間  平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 6 月 15 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 

見 解 書 

縦 覧  

縦覧者数  5 人 

公聴会 陳述の申出が無かったため開催せず。 

期 間  平成 18 年 9 月 29 日から平成 18 年 10 月 13 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 

環境影響評価

準備書に対す

る市長の意見 

（環境影響評

価審査書） 

縦 覧  

縦覧者数  2 人 

提  出 平成 18 年 11 月 24 日 

期 間  平成 18 年 12 月 1 日から平成 19 年 1 月 4 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 

環境影響 

評価書   
縦 覧 

縦覧者数  5 人 

 

 

 



 20 

 



 21 

第第第第４４４４章章章章    環境影響環境影響環境影響環境影響のののの総合的総合的総合的総合的なななな評価評価評価評価（（（（工事中工事中工事中工事中）））） 

工事中（第1期工事中及び西側施設工事中）における環境影響の総合的な評価について、調査・

予測・環境の保全のための措置及び評価の結果の概要一覧は表 4-1～表 4-12 に示すとおりであ

る。 

大気質、騒音、振動、水質・底質、地下水、地盤、土壌、動物、人と自然との触れ合いの活動の場、

廃棄物等、温室効果ガス等及び安全性の各項目を総合的にみた場合においても、工事中は環境

影響の小さい建設機械の導入や工事関連車両の分散等の適切な工事計画の策定に努めることから、

環境影響は低減できるものと判断する。 
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表 4-1(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（大気質） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

建設作業

による粉じ

ん等 

（NOx、

SPM） 

建設機械の稼働により排出さ

れる大気汚染物質の年平均値

の予測の結果、最大着地濃度

が最も大きくなる予測時期は第

1期工事の土木・建築工事時で

あり、出現位置は、事業予定地

の南側敷地境界付近と予測さ

れる。 

予測環境濃度は、以下のと

おりである。 

＜第 1 期工事＞ 

・NO2(ppm)：0.0371 

・SPM(mg/m3)：0.0374 
 
＜西側施設工事＞ 

・NO2(ppm)：0.0347 

・SPM(mg/m3)：0.0370 

建設工事 

建設作業

による粉じ

ん等 

（粉じん） 

ビューフォート風力階級に分

類した結果、土壌が飛散する

可能性のある風力階級 4 以上

の風速は、5％程度と少ないと

予測される。 

建設作業に伴い発生する粉

じんは、適宜散水を行うことや、

工事関連車両荷台に防塵覆い

を行い、また、工事区域に高さ

3m の仮囲いを設置することに

より、粉じんの飛散を最小限に

抑えられる。 

大
気
質

 

［資料調査］ 

調査対象区域周辺の

大気汚染常時監視測定

局において、二酸化硫

黄、浮遊粒子状物質及び

ダイオキシン類は環境基

準及び環境目標値を達

成したが、二酸化窒素

は、環境基準を達成して

いるものの環境目標値を

達成していない状況であ

った。 

 

［現地調査］ 

＜一般環境大気質＞ 

調査期間中の調査結

果は、以下のとおりであ

り、環境基準の値を下回

っていた。 

・二酸化硫黄 

日平均値の最高値： 

0.005ppm～0.020ppm 

1 時間値の最高値： 

0.010ppm～0.065ppm 

・二酸化窒素 

日平均値の最高値： 

0.027ppm～0.045ppm 

・浮遊粒子状物質 

日平均値の最高値： 

  0.049～0.069 mg/m3 

 1 時間値の最高値： 

  0.069～0.130 mg/m3 

・ダイオキシン類 

0.097～0.16 pg-TEQ/m3 

 

＜道路沿道大気質＞ 

調査期間中の調査結

果は、環境基準の値を下

回っていた。 

・二酸化窒素 

日平均値の最高値： 

0.029ppm～0.053ppm 

・浮遊粒子状物質 

日平均値の最高値： 

  0.031～0.087 mg/m3 

 1 時間値の最高値： 

  0.073～0.162 mg/m3 

工
事
中

 

工事関連

車両の走

行 

自動車排

ガス 

工事関連車両の走行による

自動車排ガスの道路端におけ

る予測環境濃度は、以下のと

おりである。 

 

・NO2(ppm)：0.0755～0.0921 

・SPM(mg/ｍ3)：0.121～0.162 

 

 

 

 



 23 

表 4-1(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（大気質） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・作業待機中は建設機械のエンジンを止め

るなど、アイドリングストップを徹底する。 

・工程管理により建設機械の稼働が集中し

ないようにする。 

 

 

建設作業による二酸化窒素、浮遊粒子状物

質の予測結果は、以下に示すとおりであり、環

境基本法に基づく環境基準を下回っており、建

設作業による粉じん等（窒素酸化物、浮遊粒子

状物質）の大気質への影響は軽微であると考え

る。 

また、建設作業の実施にあたり、作業待機中

は建設機械のアイドリングストップを徹底する等

の措置を講じることにより、建設作業による粉じ

ん等（窒素酸化物、浮遊粒子状物質）の環境へ

の影響は低減できるものと判断する。 

 

 

 

 
 

建
設
工
事
作
業
に
よ
る
粉
じ
ん
等

 

・掘削工事等により発生した残土を一時保

管する場合には、必要に応じ防塵シート

等を被せ、粉じんの飛散を防止する。 

・造成裸地については、早期緑化等に努め

る。 

・ 工程管理により建設機械の稼働が集中し

ないようにする。 

・ タイヤ洗浄装置を設け、工事関連車両出

入りによる粉じんの飛散防止に努める。 

 

建設作業に伴い発生する粉じんは、土壌が

飛散する可能性がある風速は 5％程度と少な

く、散水の実施、仮囲いの設置等により、最小

限に抑えられることから、建設作業による粉じん

等（粉じん）の大気質への影響は軽微であると

考える。 

また、建設作業の実施にあたり、一時保管残

土の防塵シート掛け、造成裸地の早期緑化等

の措置を講じることにより、建設作業による粉じ

ん等（粉じん）の環境への影響は低減できるも

のと判断する。 

 

自
動
車
排
ガ
ス

 
・ 工事関連車両を分散させる走行ルートの

選定及び工程管理を徹底する。 

・ 建設資材等の搬出入車両については、

搬出入量に応じた適切な車種・規格を選

定し、工事関連車両の走行台数の抑制

に努める。 

・ 工事関係者の通勤は可能な限り公共交

通機関の利用や自動車の相乗りを推進

し、通勤車両台数の抑制に努める。 

 

 

工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの

予測結果は、「二酸化窒素の人の健康影響に

係る判定条件等について（答申）」（昭和 53 年 3

月、中公審第 163 号）により提案された環境大

気中の二酸化窒素の短期曝露の指針値、及び

環境基本法に基づく環境基準を下回っており、

工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの大

気質への影響は軽微であると考える。 

また、工事の実施にあたっては、工事関連車

両の分散化、工事関連車両台数の抑制等の措

置を講じることにより、工事関連車両の走行に

伴う自動車排ガスの環境への影響は低減でき

るものと判断する。 

 

 

日平均値 
※1

 第1期工事 0.0595

 西側施設工事 0.0565

 第1期工事 0.0838

 西側施設工事 0.0832

※1：日平均値の年間98％値又は2％除外値

NO2
(ppm)

予 測 項 目

SPM

(mg/m
3
)

環
境
基
準

評　価　指　標

 0.04～0.06のゾーン
 内、又はそれ以下

0.10以下

予測項目 予測環境濃度

環境基準

NO2
(ppm)

0.1～0.2
以下

SPM

(mg/m
3
)

0.20
以下

0.0755～
　　0.0921

0.121～
　  0.162

評価指標

中央公害対策
審議会答申
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表 4-2(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（騒音） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

建設工事 建設作業

騒音 

＜第 1 期工事＞ 

敷地境界で騒音が最も大き

くなるのは、土木・建築工事

（既設地下構造物撤去）で、南

側敷地境界で 74dB と予測され

る。また、敷地境界外で 76dB

と予測される。 

 

＜西側施設工事＞ 

敷地境界で騒音レベルが最も

大きくなるのは、設備工事で、

南側敷地境界で 71dB と予測さ

れる。また、西側道路付近では

最大 65dB 程度と予測される。 

騒

 

音

 

［資料調査］ 

港区野跡4丁目の環境

騒音は昼間が 58dB、夜

間が 53dB でありともに環

境基準を上回っている状

況であった。 

港区野跡5丁目の道路

交通騒音は昼間 71dB、

夜間 64dB であり昼間は

環境基準を 1dB 上回って

いる状況であった。 

 

［現地調査］ 

＜環境騒音＞ 

昼間は平日が、49dB

～60dB、休日が 44dB～

52dB であった。夜間は平

日が 43dB～52dB、休日

が43dB～51dBであった。 

事業予定地の環境基

準の値と比較すると、昼

間は全ての地点で環境

基準の値（Ｃ類型：60dB

（昼間）、50dB（夜間））を

下 回 って い たが、夜 間

は、環境基準の値を上回

る地点があった。 

 

＜道路交通騒音＞ 

通常時の休日につい

てはＡ地点（汐止交差点

付近）：66dB、Ｂ地点（金

城 橋 交 差 点 付 近 ） ：

67dB、C 地点（ﾆﾁﾊ（株）

西側道路）：62dB の全て

の地点で環境基準の値を

下回っていた。平日につ

い て は 、 Ａ 、 Ｂ 地 点 は

72dB と環境基準の値を

上回っており、Ｃ地点は

69dB と環境基準を下回っ

ていた。また、混雑時に

ついてはＡ地点で71dBと

環境基準の値を上回って

お り 、 Ｂ 、 Ｃ 地 点 で は

69dB、65dBと環境基準の

値を下回っていた。 

工
事
中

 
工事関連

車両の走

行 

道路交通

騒音 

第 1 ルート（事業予定地の東

側を通行するルート）では、Ａ

地点（汐止交差点付近）におい

て最大 0.3dB、Ｂ地点（金城橋

交差点付近）において最大

0.9dB の増加と予測される。 

第 2 ルート（事業予定地の西

側を通行するルート）では、Ｃ

地点（庄内川付近）において最

大 1.3dB、Ａ地点において最大

0.3dB の増加と予測される。 
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表 4-2(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（騒音） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・工事期間は長期にわたるため、実際の工事に

当たっては、その際に指定されている最新型

の低騒音型の建設機械の積極的な導入に努

め、騒音の小さい工法の採用等騒音発生の

低減に配慮する。 

・ 土木・建築工事（既設地下構造物撤去）は、

必要に応じ防音シートを設置する。 

・ 特定建設作業以外の建設作業についても特

定建設作業の規制基準を遵守する。 

・ 建設機械の分散配置に努める。 

・ 敷地境界付近では、騒音に対し十分配慮し

て作業を行う。 

工事区域は高さ 3m の仮囲いをすることにより、

第 1 期工事に伴う騒音の敷地境界における最大

値は 74ｄB と予測される。敷地境界外では最大

76dB と予測される。西側施設工事に伴う騒音の

敷地境界における最大値は 71dB、西側道路付

近の最大値は 65dB 程度と予測される。 

いずれも、敷地境界の特定作業に伴う騒音の

規制基準（85ｄB）を満足している。さらに、約

1.0km 離れた最も近い住居地域においては、十

分に距離減衰が見込まれるため、建設工事に伴

う騒音の影響は軽微であると考える。 

また、低騒音型として指定された建設機械の

導入積極的な導入に努め、建設機械の分散配

置等の措置を講じることから、建設工事に伴う騒

音の影響は低減できるものと判断する。 

・ 資材の搬入車両が極端に集中しないよう搬入

時期・時間の分散化に努める。 

・ 工事関係者の通勤は、可能な限り公共交通

機関の利用や自動車の相乗りを推進し、通勤

車両台数の抑制に努める。 

・ 建設資材等の搬出入車両については、搬出

入量に応じた適切な車種・規格を選定し、工

事関連車両の走行台数の抑制に努める。 

 

路交通騒音は第 1 ルート（事業予定地の東側

を通行するルート）の最大で 0.9dB、第 2 ルート

（事業予定地の西側を通行するルート）の最大で

1.3dB 増加する。環境基準の値と比べると、A、B

地点においては全ての時間帯、C 地点では一部

の時間帯で上回っているが、増加分は 1dB 程度

にとどまると予測され、現況を著しく悪化させない

ものと判断できるため、工事関連車両の走行に伴

う道路交通騒音の影響は軽微であると考える。 

また、資材の搬入車両が極端に集中しないよう

搬入時期・時間の分散に努めること、工事関係者

の通勤は可能な限り公共交通機関の利用や自

動車の相乗りを推進し、通勤車両台数の抑制に

努めることにより、工事関連車両の走行に伴う道

路交通騒音の影響は低減できるものと判断する。 
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表 4-3(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（振動） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

建設工事 建設作業

振動 

＜第 1 期工事＞ 

敷地境界で振動が最も大きく

なるのは、土木・建築工事（地

下構造物撤去）の南側敷地境

界で 71dB と予測される。 

 

＜西側施設工事＞ 

敷地境界で振動レベルは、土

木・建築工事、設備工事ともに

63dB、西側道路付近では、土

木・建築工事で最大 54dB 程度

と予測される。 

振

 

動

 

［資料調査］ 

港区野跡 5 丁目におけ

る道路交通振動は 55dB

であった。 

 

［現地調査］ 

＜環境振動＞ 

昼間は平日が 38dB～

53dB、休日が 30dB 以下

～38dB であった。夜間

は、平日が 30dB 以下～

45dB 、 休 日 が 30dB ～

35dB であった。 

振動の感覚閾値（55dB）

と比較すると、全ての地

点で下回っていた。 

 

＜道路交通振動＞ 

通常時の平日及び混

雑時が 57dB 程度、通常

時の休日が 42dB～45dB

であった。 

L10 による評価で、いず

れの地点とも振動規制法

に基づく第二種区域の道

路交通振動の要請限度

を下回っていた。 

通常時の平日と休日を

比較した場合、両地点と

もに大･中型車の交通量

の多い平日が高くなって

いた。また、L10による評価

で、混雑時(休日)の振動

レベルは通常時の平日に

相当するレベルであっ

た。 

 

工
事
中

 
工事関連

車両の走

行 

道路交通

振動 

第 1 ルート（事業予定地の東

側を通行するルート）は、Ａ地

点（汐止交差点付近）において

最大 0.3dB、Ｂ地点（金城橋交

差点付近）において最大 0.5dB

の増加と予測される。第 2 ルー

ト（事業予定地の西側を通行す

るルート）はＣ地点（庄内川付

近）において最大 1.0dB、Ａ地

点において 0.2dB の増加と予

測される。 
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表 4-3(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（振動） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・工事期間は長期にわたるため、実際の工事に

当たっては、その際指定されている最新型の

低振動型の建設機械の積極的な導入に努

め、振動の小さい施工方法の採用等、振動発

生の低減に配慮する。 

・特定建設作業以外の建設作業についても、

特定建設作業の規制基準値を遵守する。 

・建設機械の配置の分散に努める。 

・工程管理により建設機械の稼働が集中しない

ようにする。 

・敷地境界付近での作業時には、振動に対し

十分配慮して作業を行うように努める。 

 

第 1 期工事の敷地境界における最大値は

71dB と予測される。西側施設工事に伴う振動レ

ベルは、敷地境界において最大 63dB であり、西

側道路付近では最大 54dB 程度と予測され、敷

地境界における特定建設作業に伴う振動の規制

基準（75dB）を満足している。さらに、約 1.0km 離

れた住居地域においては十分に距離減衰が見

込めるため建設工事に伴う振動の影響は軽微で

あると考える。 

また、振動発生の低減に配慮すること、特定建

設作業以外の建設作業についても特定建設作

業の規制基準値を遵守すること等により、建設工

事に伴う振動の影響は低減できるものと判断す

る。 

・工程管理により資材の搬入車両が極端に集

中しないよう搬入時期・時間の分散化に努め

る。 

・工事関係者の通勤は、可能な限り公共交通

機関の利用や自動車の相乗りを推進し、通勤

車両台数の抑制に努める。 

・建設資材等の搬出入車両については、搬出

入量に応じた適切な車種・規格を選定し、工

事関連車両の走行台数の抑制に努める。 

 

道路交通振動は第 1 ルート（事業予定地の東

側を通行するルート）の最大で 0.5dB、第 2 ルート

（事業予定地の西側を通行するルート）の最大で

1.0dB 増加すると予測され、現況に対し著しい影

響を与えないものと判断されるため、工事関連車

両の走行に伴う道路交通振動の影響は軽微であ

ると考える。 

また、資材の搬入車両が極端に集中しないよう

搬入時期・時間の分散化に努めること、工事関係

者の通勤は可能な限り公共交通機関の利用や

自動車の相乗りを推進し、通勤車両台数の抑制

に努めることにより、工事関連車両の走行に伴う

道路交通振動の影響は低減できるものと判断す

る。 
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表 4-4(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（水質・底質） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

水
質
・底
質

 

［資料調査］ 

庄内川（庄内新川橋）

の水質は環境基準の値

及び環境目標値を満たし

ていた。 

名 古 屋 港 の 水 質 は

COD について環境基準

の値を下回っていた。ま

た、ダイオキシン類は環

境基準を達成していた。 

底質中のダイオキシン

類は環境基準の値を下

回っていた。 

 

［現地調査］ 

放流先排出口の直下

における水素イオン濃度

は 7.4～8.4、溶存酸素量

は 1.6～9.9 mg/l、化学的

酸素要求量は 1.0～7.4 

mg/l であった。 

浮遊物質量は 4.0～12 

mg/l であり、冬季の干潮

時の水質は環境目標値

を上回ったものの、冬季

の満潮時や他の季節に

ついては、環境目標値を

下回っていた。 

工
事
中

 

建設工事 建設工事

に伴う排水 

＜浮遊物質量の放流量＞ 

浮遊物質量の放流量は約

281kg/日、放流濃度は

198mg/l と予測される。 

 

＜浮遊物質量の拡散範囲＞ 

濁水による拡散範囲は放流

先から 107m であり、この地点で

現況水質程度に収まると予測さ

れる。 

 

＜有害物質の放流の濃度＞ 

有害物質（鉛、砒素、ほう素

及びふっ素）の放流濃度は、特

定施設に係る排水基準値を下

回っていると予測される。 
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表 4-4 (2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（水質・底質） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・ コンクリートミキサー車等の洗浄水は、場外

運搬処分する。 

・ 工事排水の濁度及び水素イオン濃度につ

いて、簡易測定により常時監視する。 

・ 工事排水量及び放流濃度がより小さく低く

なるように排水系統別に処理する等の設計

を行う。 

・ 日降水量が30mm以上見込まれる場合の土

木・建築工事（既設地下構造物撤去）、土工

事（掘削工）、躯体工事（土木）は中止し、濁

水の発生を極力避ける。 

 

浮遊物質量の放流量は約 281kg/日、放流濃

度 198mg/l と予測され、「市民の健康と安全を確

保するための環境の保全に関する条例」におけ

る建設工事に伴う排水の目安の値 200mg/l を下

回る。 

濁水については、放流先から 107m の地点で

現況水質程度に収まると予測される。なお、干潮

時の春季、夏季及び秋季は概ね 107m で環境目

標値（10mg/l）を下回り、満潮時は概ね 30m で環

境目標値を下回る。 

有害物質の放流濃度については、参考とした

「特定施設に係る排水基準値」を下回る。 

したがって、建設工事に伴う放流先公共用水

域の水質への影響は軽微であると考える。 

また、工事排水の濁度及び水素イオン濃度に

ついて簡易測定により常時監視するとともに、日

降水量が 30mm 以上見込まれる場合の土木・建

築工事（既設地下構造物撤去）、土工事（掘削

工）、躯体工事（土木）は中止し、濁水の発生を

極力避ける等の措置を講じることから、建設工事

に伴う放流先公共用水域の水質への影響は低

減できるものと判断する。 
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表 4-5 (1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（地下水） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

地
下
水

 

［資料調査］ 

＜文献調査＞ 

事業予定地における定

期モニタリングにおいて

平成 14 年度から本市が

行っている港区空見町に

おける定期モニタリングの

結果は、0.019mg/l の砒

素が検出されており環境

基 準 の 値 （ 0.01mg/l 以

下）を上回っていた。 

 

＜新日本製鐵（株）からの

報告＞ 

新日本製鐵（株）の報

告では調査項目全 26 項

目中、4 項目（鉛、砒素、

ふっ素、ほう素）において

環境基準の値を上回って

いた。 

環境基準の値を上回っ

た物質及びその値は、鉛

（最大）0.022mg/l、砒素

（最大）0.012mg/l、ふっ

素（最大）1.2mg/l 及びほ

う素（最大）2.3mg/l であ

る。なお、地下水が環境

基準の値を上回った原因

は、「土壌」で示すように

人為的原因ではなく、自

然的原因によるものであ

ると判断した。 

 

工
事
中

 

建設工事 地下水 地下部の掘削時は掘削部を

止水性のある土留め壁等を用い

締め切った状態で行い、掘削部

底面及び土留め壁等の継ぎ目

からしみ出た地下水は工事用ポ

ンプを用い仮設沈砂池へ排出

し、「水質」で予測したとおり、適

正な処理をしてから公共用水域

へ放流する計画であることから、

事業予定地及び周辺地下水へ

の浸透はほとんどないと予測され

る。 
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表 4-5 (2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（地下水） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・モニタリングを適宜行い、必要に応じて適切な

措置を行う。 

地下部の掘削時は、掘削部を止水性のある土

留め壁等を用い締め切った状態で行い、しみ出

した地下水は適正な処理を行い公共用水域へ

放流することから事業予定地内及び事業予定地

周辺の地下水への影響は軽微であると考える。 

また、モニタリングを適宜行い、必要に応じて

適切な措置を講じることから、掘削工事により発

生する地下水の事業予定地及び周辺地下水へ

の影響は低減できるものと判断する。 
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表 4-6 (1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（地盤） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

地盤沈下

量及び地

下水位（周

辺地下水

の変動） 

 

 

 

地下掘削工事では、止水性

の高い土留め壁を不透水層に

根入れさせるため、土留め壁外

側の地下水の流入を抑え、掘

削面からしみ出た地下水を工

事用排水ポンプで汲み上げる

程度であり、周辺地下水の変

動はほとんどないと予測され

る。 

地盤沈下

量及び地

下水位（周

辺地下水

の変動に伴

う周辺地盤

の変位） 

 

 

大規模な揚水設備の計画は

なく、掘削面からしみ出た地下

水を工事用排水ポンプで汲み

上げる程度であり、掘削工事に

伴う地下水変動がほとんどない

ため、地下水変動に起因する

周辺地盤の沈下の影響もほと

んどないと予測される。 

 

地盤沈下

量及び地

下水位（掘

削に伴う周

辺地盤の

変位） 

 

地下掘削に伴う周辺地盤の

変位の影響範囲は、敷地境界

から十分に離れており、敷地境

界内で影響が留まると予測され

る。 

 

地

 

盤

 

[資料調査] 

事業予定地は沖積層

に位置する。 

地盤沈下の状況は揚

水規制が開始された昭和

49 年度以降、地下水位

の回復に伴い鈍化傾向

を示しており、事業予定

地周辺は平成 16 年度は

0.07cm、0.18cm 隆起して

いる状況であった。 

 

[現地調査] 

砂及び粘性土が複雑

に入り組んだ地層を成し

ており、地表面から地中

20m 付近までが堆積年代

が新しい沖積層（現代～2

万年）、それ以深は堆積

年代が古い洪積層（2 万

年以前）に分類され、Ac2

（沖積粘性土）は事業予

定地中央付近にレンズ状

に介在しており、その他

の層は層厚に変化がある

もののほぼ水平に堆積し

ている。なお、沖積層のう

ち表層部 5m 程度は造成

による盛土と想定する。 

工
事
中

 

建設工事 

地盤沈下

量及び地

下水位（盛

土による周

辺地盤の

変位） 

北側敷地境界では 6.0cm、

南側敷地境界では 4.9cm の沈

下量で収まるものと予測され

る。なお、沈下がほぼ完了する

までの経過日数は北側敷地境

界で 200 日程度、南側敷地境

界で 210 日程度と予測される。 
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表 4-6 (2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（地盤） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・ 工事中は地盤変位と地下水位の観測を定期

的に行うことで異常の早期発見に努める。ま

た、必要に応じて影響を遮断・抑制するため

の対策を講じる。 

・ 地盤の沈下に関して、直接影響が考えられる

事業予定地隣接地権者等と協議を行い、でき

る限り地盤変位が小さくなるような計画とす

る。 

 

・周辺地下水の変動 

地下掘削を伴う工事では止水性の高い土留め

壁を不透水層まで根入れさせ、掘削面からしみ

出た地下水を工事排水ポンプで汲み上げる程度

であることから、周辺地下水位への影響は軽微で

あると考える。 

また、地下水位の定期的な観測等の措置を講

じることから、周辺地下水位への影響は低減でき

るものと判断する。 

・周辺地盤の変位 

掘削工事に伴う地下水変動がほとんどなく、掘

削工事に伴い土留め壁の変形に起因する周辺

地盤の沈下は、影響範囲が敷地内に十分収ま

り、敷地内の盛土による周辺地盤の沈下は北側

敷地境界で 6.0cm、南側敷地境界で 4.9cm の沈

下と予測されるため、地盤沈下への影響は軽微

であると考える。 

また、地盤変位の定期的な観測等の措置を講

じることから、地盤沈下への影響は低減できるも

のと判断する。 
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表 4-7(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（土壌） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

土

 

壌

 

[資料調査] 

＜新日本製鐵（株）からの

報告＞ 

ア 事業予定地の土地利

用の経緯 

事業予定地は愛知県

により昭和 2 年から昭和

15 年の間に名古屋港の

浚渫土砂で埋め立てられ

た。昭和 36 年に八幡製

鐵（株）名古屋工場（新日

本製鐵（株）空見工場）と

して使用され、昭和 46 年

10 月に一部休止以降現

在に至っている。 

操業形態からは土壌汚

染に係る物質等の使用の

形跡がみられなかった。

休止後は倉庫及びモータ

ープール等の用途として

使用しており、土壌汚染

に係る物質等の使用実績

はなかった。 

 

イ 土壌の状況 

a．土壌溶出量 

全 26 項目中、表層調

査で 3 項目（鉛、砒素、ふ

っ素） 、深部調査で 4 項

目（鉛、砒素、ふっ素、ほ

う素）が環境基準の値を

上回った。 

b．土壌含有量 

表層調査、深部調査と

もに 9 項目全てが全地点

とも土壌汚染対策法に基

づく土壌含有量基準の値

を下回っていた。 

c．土壌ガス 

11項目全てが全地点と

も検出されなかった。 

 

工
事
中

 

建設工事 土壌 工事計画より、掘削土砂は、

敷地内の盛土材として利用す

る計画であり、敷地外への搬出

はほとんどないが、掘削土砂が

盛土材として適さない場合に

は、残土として掘削土砂を敷地

外へ持ち出すこともあるが、そ

の場合には汚染土管理票シス

テムを用い、管理型処分場等

で適切に処置をする。したがっ

て、事業予定地内の環境基準

の値を上回った土壌が周辺土

壌に及ぼす影響はほとんどな

いものと予測される。 
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表 4-7(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（土壌） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・ 環境基準の値を上回った土壌粒子が混入す

るおそれのある工事排水は、適切な処理を

行い放流する。 

・ 残土として場外へ搬出する土量を極力少なく

する。 

・ タイヤ洗浄装置を設け、環境基準の値を上

回った土粒子の敷地外への飛散を防止す

る。 

 

 

掘削量を極力減らし事業予定地内の盛土材と

することで敷地外への持ち出しを抑えた計画であ

り、残土として持ち出す場合には、汚染土管理票

システムを用い適正に処理をすることにより周辺

土壌への影響はほとんどないものと考える。 

また、残土として場外へ搬出する土量を極力

少なくすること、タイヤ洗浄装置を設けるなどの措

置を講じることで周辺土壌への影響は低減できる

ものと判断する。 
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表 4-8(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（動物） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

鳥類への

影響（建設

工事（大気

質）の鳥類

（水鳥）へ

の影響） 

 

 

大気質の予測結果からラムサ

ール条約登録湿地の大気質寄

与濃度（年平均値）は、現況濃度

に対して相当程度小さいことか

ら、現況の状態との変化の程度

は軽微と考えられる。環境の変

化による一時的な忌避行動は否

定できないが、生息環境を大きく

変えるものではなく、鳥類（水鳥）

への影響は小さいと予測される。 

鳥類への

影響（建設

工事（騒

音）の鳥類

（水鳥）へ

の影響） 

 

 

 

 

 

建設作業騒音の予測結果か

ら西側敷地境界付近では第 1 期

工事で 60dB 程度、西側施設工

事で 65dB 程度と予測される。 

ラムサール条約登録湿地方向

への伝搬は距離減衰が見込ま

れることから、現況の状態との変

化の程度は軽微と考えられる。 

環境の変化による一時的な忌

避行動は否定できないが、生息

環境を大きく変えるものではな

く、鳥類（水鳥）への影響は小さ

いと予測される。 

鳥類への

影響（建設

工事（振

動）の鳥類

（水鳥）へ

の影響） 

 

建設作業振動の予測結果か

ら西側敷地境界付近では第 1 期

工事で 30dB 未満、西側施設工

事で 50dB 程度と予測される。 

ラムサール条約登録湿地方向

への伝搬は距離減衰が見込ま

れることから、現況の状態との変

化の程度は軽微と考えられる。 

環境の変化による一時的な忌

避行動は否定できないが、生息

環境を大きく変えるものではな

く、鳥類（水鳥）への影響は小さ

いと予測される。 

動

 

物

 

［資料調査］ 

事業予定地周辺に生息

する鳥類としては 18 目

38 科 173 種が確認され

た。 

水域では「ラムサール

条約登録湿地：藤前干潟」

が水鳥にとって渡り途中

の中継地及び越冬地とし

て極めて重要な場所とな

っていた。 

その他の動物としては

哺乳類が 4 目 6 科 11 種、

は虫類が 2 目 4 科 6 種、

両生類が 1 目 2 科 6 種、

昆虫類が16目172科590

種、クモ類が 1 目 17 科 84

種確認された。 

 

［現地調査］ 

鳥類の重要な種は 17

種であり、事業予定地内

ではミサゴ及びハヤブサ

の飛翔が確認された。 

は虫類、昆虫類及びク

モ類の重要な種は事業

予定地及び空見緑地等

で確認された。 

また、注目すべき生息

地としては事業予定地の

西側に隣接する「ラムサ

ール条約登録湿地：藤前

干潟」が考えられる。 

主要な水鳥（サギ類、

カモ類、チドリ類及びシギ

類）は、調査対象区域の

陸域部を利用するものは

ごくわずかであった。 

11 種の繁殖及び繁殖

兆候が確認された。 

事業予定地では繁殖及

び繁殖兆候は確認されな

かった。 

工
事
中

 

建設工事

及び工事

関連車両

の走行 

鳥類への

影響（工事

関連車両

の走行の鳥

類（水鳥）

への影響） 

工事関連車両の走行に伴う大

気質、騒音及び振動の予測結果

から、ラムサール条約登録湿地

の寄与濃度及び予測結果は、現

況の状態との変化の程度は軽微

と考えられる。 

環境の変化による一時的な忌

避行動は否定できないが、生息

環境を大きく変えるものではな

く、鳥類（水鳥）への影響は小さ

いと予測される。 
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表 4-8(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（動物） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・ 作業待機中は建設機械を停止するなど、ア

イドリングストップを徹底する。 

・ 建設機械の配置の分散に努める。 

・ 最新型の低騒音型・低振動型の機械の積極

的な導入に努め、騒音・振動の小さい工法

を採用する等、騒音・振動の発生の低減に

配慮する。 

 

 

大気質、騒音及び振動の現況との変化の程度

は軽微と考えられる。環境の変化による一時的な

忌避行動は否定できないが、生息環境を大きく

変えるものではなく、工事中の鳥類（水鳥）への

影響の程度は小さいと考える。 

また、作業待機中は建設機械を停止するな

ど、アイドリングストップを徹底し、建設機械の配

置の分散に努め、騒音・振動の小さい建設機械

や工法を採用する等、騒音・振動の発生の低減

に配慮することから、工事中の鳥類（水鳥）への

影響は低減できるものと判断する。 
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表 4-9(1-1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（人と自然との触れ合いの活動の場） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

 

[資料調査] 

事業予定地周辺には

主要な触れ合いの活動

の場として、「空見緑地」、

「稲永公園」、「野鳥観察

館」、「稲永ビジターセン

ター」が存在する。 

 

ア 稲永公園 

事 業 予 定 地 の 北 約

1km に位置する。 

芝生広場、港サッカー

場、野球場、河口修景広

場、木製遊具広場、野鳥

観察館及び稲永ビジター

センター（平成 17 年 3 月

27 日開館）等が整備され

ていた。 

 

イ 空見緑地 

事業予定地の北東約

100m、「あおなみ線（西名

古屋港線）」の高架東側

に位置する。 

面積は全体で約 1.5ha

であり、このうち植栽は約

63%であった。 

 

[現地調査] 

ア ラムサール条約登録

湿地 

事業予定地西側水域

は、ラムサール条約登録

湿地として指定されてい

る。 

事業予定地西側護岸

では、バードウオッチング

を楽しんでいる人を確認

することがあった。 

また、まばらではある

が、釣りを楽しんでいる人

も確認することがあった。 

 

 

工
事
中

 

建設工事

及び工事

関連車両

の走行 

触れ合い

の活動の

場での環

境への影

響 

＜事業予定地西側護岸＞ 

「大気質、騒音及び振動」の環

境影響については、それぞれの

予測結果から類推すると、事業

予定地からの距離減衰が期待で

き、工事関連車両を分散させる

走行ルートの選定及び工程管理

を徹底することから、西側護岸で

の環境影響の程度は小さいと予

測される。また、西側護岸からの

バードウオッチングに関しては、

工事中の鳥類への影響の程度

は小さいことから類推すると、利

用状況の変化はほとんどないと

予測される。 

 

＜稲永公園＞ 

「大気質、騒音及び振動」の環

境影響については、それぞれの

予測結果から類推すると、事業

予定地から十分に距離が離れて

おり、工事関連車両を分散させ

る走行ルートの選定及び工程管

理を徹底することから、環境影響

の程度は小さいと予測される。よ

って、公園散策、散歩、休憩等

の利用状況の変化はほとんどな

いと予測される。また、野鳥観察

館、稲永ビジターセンター、護岸

からのバードウオッチングに関し

ては、工事中の鳥類への影響の

程度は小さいことから類推する

と、利用状況の変化はほとんどな

いと予測される。  

 

＜空見緑地＞ 

「大気質、騒音及び振動」の環

境影響については、それぞれの

予測結果から類推すると、事業

予定地からの距離減衰が期待で

き、工事関連車両を分散させる

走行ルートの選定及び工程管理

を徹底することから、空見緑地で

の環境影響の程度は小さいと予

測される。よって、公園散策、散

歩、休憩等の利用状況の変化は

ほとんどないと予測される。 
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表 4-9(2-1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（人と自然との触れ合いの活動の場） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・ 各環境要素で示した環境の保全のための措

置を講じる。 

 

事業予定地西側護岸、稲永公園及び空見緑

地での大気質、騒音、振動及び動物の環境影響

の程度は小さく、公園散策、散歩、休憩、バード

ウオッチング等の利用状況の変化はほとんどない

と予測されることから、工事中の触れ合いの活動

の場の環境への影響及び利用状況に与える影

響は軽微であると考える。 

また、各環境要素で示した環境の保全のため

の措置を講じることにより、工事中の触れ合いの

活動の場への影響は低減できるものと判断する。 
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表 4-9(1-2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（人と自然との触れ合いの活動の場） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

 

イ 稲永公園 

年間を通じて、午前中

は散歩、散策、ジョギング

等の利用が多かった。ま

た、遊具等の利用、休憩

等、集団での散歩・散策

コースにも利用されてい

る状況であった。 

公園の西側護岸では、

春季から秋季にかけて釣

りを楽しんでいるのを確

認することもあった。 

また、バードウオッチン

グの利用もあり、併せて野

鳥観察館や稲永ビジター

センターでの個人や集団

での利用が盛んであっ

た。 

施設利用以外の目的

での長時間利用は、あま

りみられなかった。 

 

ウ 空見緑地 

春季から秋季の間の昼

食時に昼食、休憩等に利

用することを確認した。全

般には利用がほとんどな

い状況であった。 

工
事
中

 

前述のと

おり 

前述のと

おり 

前述のとおり 
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表 4-9(2-2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（人と自然との触れ合いの活動の場） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

前述のとおり 前述のとおり 
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 表 4-10(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（廃棄物等） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

廃
棄
物
等

 

[資料調査] 

ア 廃棄物発生の状況 

平成 15 年度に発生し

た焼却灰は 17,827t（山

崎：3,896t、柴田：5,539t、

宝神：8,392t）であった。 

平成 15 年度のし渣・沈

砂発生量は、12,414t/年

であった。 

 

イ 廃棄物の管理・減量

化・再利用の状況 

焼却灰は土質改良材

やセメント原料等に有効

利用されている。有効利

用率は 89.4%（15,934t）で

あった。 

し渣・沈砂の有効利用率

は 36.9%（4,586t）であっ

た。 

工
事
中

 

建設工事 廃棄物等

の種類及

び発生量

の程度 

＜廃棄物の種類及び発生量＞ 

工事計画より、廃棄物の種類

及び発生量は、鉄くず 1,100t、コ

ンクリートがら 41,000m3、アスファ

ルトがら 13,000m3、建設汚泥

7,000m3、その他（松杭等）1,600t

と予測される。 

 

＜廃棄物の排出抑制、減量化、

再利用、リサイクル等の方策及

び量＞ 

廃棄物の排出抑制、減量化、

再利用、リサイクル等の方策は以

下に示すとおりである。これらの

方策を行うことにより、廃棄物の

発生を最小限にできるものと予

測される。 

a．建設汚泥 

できる限り再資源化に努める。 

b．コンクリート・アスファルトがら 

100%再資源化に努める。 

c．金属くず 

分別を徹底し、可能な限り再

資源化することに努める。 

d．その他（松杭等） 

分別を徹底し、可能な限り有

効利用に努める。 

 

＜残土の発生量、再利用・リサイ

クル等の方策及び量＞ 

a．残土の発生量 

工事計画から、掘削等による

残土は約 137,000m3 と予測され

る。 

ｂ．残土の再利用・リサイクル等

の方策及び量 

工事計画から、盛土量は約

162,000m3 必要となり、掘削土砂

は極力、盛土材として再利用さ

れる。 
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表 4-10(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（廃棄物等） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・ 廃棄物については、「建設工事に係る資材の

再資源化に係る法律」（平成 12 年 法律第

104 号）、「あいち建設リサイクル指針」（平成

14 年 3 月 愛知県）、「第 2 次名古屋市庁内

環境保全率先行動計画」（平成 14 年 7 月）に

基づき、再資源化に努める。 

・ 廃棄物等の処理にあたっては、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 法律

137 号）等の関係法令を遵守し適切に処理を

行う。 

・ 盛土材として使用できない場合は、場外搬出

し、運搬途中の取扱に十分な配慮をするとと

もに、汚染土管理票システムを用いた適正な

管理を図る。 

・ 資材の梱包材を簡素化し、廃棄物の発生を

抑制に努める。 

・ 残材料が発生しないような資材搬入計画の作

成に努める。 

 

建設時に発生する廃棄物については、再資源

化に努め、残土（建設発生土）は、極力、盛土材

として再利用することにより建設時に発生する廃

棄物等の環境への影響は軽微であると考える。 

また、廃棄物を「建設工事に係る資材の再資

源化に係る法律」（平成 12 年 法律第 104 号）、

「あいち建設リサイクル指針」（平成 14 年 3 月 愛

知県）、「第 2 次名古屋市庁内環境保全率先行

動計画」（平成 16 年 4 月）に基づき、リサイクルに

努める等の措置を講じることから、建設工事に伴

う廃棄物等の影響は低減できるものと判断する。 
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表 4-11(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（温室効果ガス等） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

温
室
効
果
ガ
ス
等

 

［資料調査］ 

平成 15 年度における

山崎汚泥処理場、柴田汚

泥処理場、宝神汚泥処理

場から発生する二酸化炭

素等排出量を算定した。 

 

・山崎汚泥処理場 

二酸化炭素 

10,023.7（103m3N） 

一酸化炭素 

0.0（103m3N） 

一酸化二窒素 

70.0（103m3N） 

 

・柴田汚泥処理場 

二酸化炭素 

13,257.2（103m3N） 

一酸化炭素 

0.0（103m3N） 

一酸化二窒素 

56.0（103m3N） 

 

・宝神汚泥処理場 

二酸化炭素 

5,044.0（103m3N） 

一酸化炭素 

54.0（103m3N） 

一酸化二窒素 

14.0（103m3N） 

 

工
事
中

 

建設工事

及び工事

関連車両

の走行 

温室効果

ガス等の

排出の程

度 

工事中には約 12,750t（二酸

化炭素換算値）の温室効果ガス

が発生するものの、省エネルギ

ー型の建設機械の使用に努める

ため、温室効果ガスの発生は最

小限に抑えられるものと予測され

る。 
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表 4-11(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（温室効果ガス等） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・ 作業待機中は建設機械を停止するなど、アイ

ドリングストップを徹底する。 

・ 通勤時にはエコドライブに努める。 

・ 高炉セメントの使用に努める。 

・ 森林資源の保護などに留意して合板型枠の

使用を抑制する。 

・ 工事計画を適切に立て、建設資材の効率的

な搬入搬出に努める。 

建設工事に伴い発生する温室効果ガス総排

出量は約 12,750t（二酸化炭素換算値）発生する

ものの、省エネルギー型の建設機械の使用に努

めるため発生量は最小限に抑えられているものと

予測されることから、温室効果ガスの環境への影

響は軽微であると考える。 

また、建設機械のアイドリングストップを徹底す

ることや、高炉セメントの使用に努めることなどの

対策を講じることから、建設工事に伴う温室効果

ガスの環境への影響は低減できるものと判断す

る。 
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表 4-12(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（安全性） 

予測の概要 
項目 調査結果の概要 

影響要因 予測項目 予測結果 

安
全
性

 

［資料調査］ 

事業予定地の東側に隣

接して主要地方道「金城埠

頭線」が南北に整備され、

これを南下すると国道「302

号線」に接続している。北

上すると県道「港中川線」、

市道「稲永埠頭線」に接続

する。その北側には東西

方向に国道「23 号線」が整

備されている。 

また、調査対象区域を含

む野跡学区の交通事故発

生件数は、平成 16 年で 22

件であった。 

 

[現地調査] 

ア 交通量 

歩行者は、汐止町交差

点が金城橋交差点よりも多

く、また、全体交通量に対

する歩行者・自転車の占め

る割合も大きい。また、事

業予定地周辺は、ほとんど

歩行者がいない状況であ

った。 

 

イ 交通安全設備の確認 

事業予定地西側の道路

は中央分離帯のある片側

2 車線の道路が整備されて

おり道路西側の海側に歩

道が整備されていたが、東

側には歩道が整備されて

いなかった。 

事業予定地北側の道路

は、道路北側の歩道帯が

縁石により分離されてお

り、南側には歩道が整備さ

れていなかった。 

事業予定地東側の主要

地方道金城埠頭線は、中

央分離帯のある片側 3 車

線道路であり、道路両端に

歩道が整備されていた。ま

た、事業予定地前には横

断歩道が整備され、バス停

が設置されていた。 

工
事
中

 

工事関連

車両の走

行 

交通安全

等への影

響 

往路第 1 ルート（事業予定地

の東側を通行するルート）走行

時において、大型車と歩行者

等の交錯が最も多い箇所は、Ｃ

地点（庄内川付近）であり、その

発生集中台数は、47 台/時と予

測される。また、朝夕の通勤時

には乗用車のピークとなり、そ

の発生集中台数は、全ての地

点で 126 台/時と予測される。 

往路第 2 ルート（事業予定地

の西側を通行するルート）走行

時において、B、Ｃ地点（金城橋

交差点付近、庄内川付近）で

歩行者等と交錯し、その最大発

生集中台数は大型車で 24 台/

時、乗用車は 126 台/時と予測

される。 
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表 4-12（2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧（安全性） 

評価の概要 

環境の保全のための措置 評  価 

・ 通勤車両、資材の搬入車両が極端に集中

しないよう搬入時期・時間の分散に努める。 

・ 工事関連車両の運転者に対しては、交通規

則の遵守及び安全運転の徹底を図る。 

・ 工事関連車両の主要な出入口は、交通整

理員を配置し、歩道での歩行者の安全を確

保する。なお、危険のないように路面の段差

への配慮等の対策を講じる。 

・ 道路占有に関して作業区域は防護さく等で

囲み、範囲を明確にする。 

 

 

往路第 1 ルート走行時は、大型車の最大発生

集中台数は47台/時、乗用車の最大発生集中台

数は126台/時と予測される。また、往路第2ルー

ト走行時は、大型車の最大発生集中台数は 24

台/時、乗用車の最大発生集中台数は126台/時

と予測される。 

したがって、工事予告表示等は警察等と協議

を行い、道路利用者が遠方より確認・迂回する事

ができるような場所に設置することから、工事関連

車両の走行に伴う交通安全等への影響は軽微

であると考える。 

また、工事関連車両の走行ルートを 2 ルートに

分散し、工事関連車両の運転者に対しては交通

規則の遵守及び安全運転の徹底を図り、工事関

連車両の主要な出入口には交通整理員を配置

する等の措置を講じることから、工事関連車両の

走行に伴う交通安全等への影響は低減できるも

のと判断する。 
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第第第第５５５５章章章章    事後調査事後調査事後調査事後調査 

１１１１    事後調査事後調査事後調査事後調査のののの目的目的目的目的 

本事業の実施により周辺環境に及ぼす影響について把握し、予測・評価及び環境保全措置

の内容の妥当性を検証することを目的とする。 

また、事業実施に際して、事前配慮の内容及び環境保全措置の内容について、具体的にど

のように反映したのかについても併せて報告を行うこととする。 

 

２２２２    事後調査計画事後調査計画事後調査計画事後調査計画（（（（工事中工事中工事中工事中）））） 

本調査で対象とする環境影響要因は第 1 期工事及び西側施設工事である。 

事後調査の項目、手法並びに時期及び期間は表 5-1～表 5-2 に示すとおりである。 

なお、要望・苦情等があった場合は、その件数、内容及び対応についても併せて報告する。 
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表 5-1 事後調査計画（工事中） 

 調 査 項 目 調 査 方 法 

【建設作業による粉じん等】 

窒素酸化物 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法またはオゾンを用い

る化学発光法(JIS B 7953)による 24 時間連続測定 

【建設作業による粉じん等】 

浮遊粒子状物質 

β線吸収法（JIS B7954）による 24 時間連続測定 

【建設作業による粉じん等】 

粉じん 

ハイボリュームエアサンプラー等による試料採取及び重

量分析法 

大

 

気

 

質

 

【自動車排ガス】 

工事関連車両の走行台数 

工事記録からの読みとり及び運転者へのルート確認 

【建設作業騒音】 

騒音レベル 

「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基

準」（昭和 43 年 厚生省・建設省告示第 1 号）に定める方

法 

騒

 
 

音

 

【道路交通騒音】 

騒音レベル 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 環境庁告

示第 64 号）に定める方法 

【建設作業振動】 

振動レベル 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 総理府令第 58 号）

別表第 1 に定める方法 

振

 
 

動

 

【道路交通振動】 

振動レベル 

JIS Z8735 「振動レベル測定方法」に定める方法 

水

 
 

質

 

【建設工事に伴う排水の程度】 

水素イオン濃度、濁度、浮遊物質量、鉛、砒素、ほ

う素及びふっ素 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁

告示第 59 号）で定める方法及び簡易測定 
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調 査 地 点 調 査 時 期 備   考 

事業予定地敷地境界付近の

代表地点（1 地点） 

第 1 期工事及び西側施設工事の建設機械の稼働

台数が最大となると考えられる 1 年間（土木・建築

工事）のうち 4 季（各 1 週間） 

調査時の建設機械の型式、配

置、稼働状況及び作業状況に

ついても併せて報告する。 

事業予定地敷地境界付近の

代表地点（1 地点） 

第 1 期工事及び西側施設工事の建設機械の稼働

台数が最大となると考えられる 1 年間（土木・建築

工事）のうち 4 季（各 1 週間） 

調査時の建設機械の型式、配

置、稼働状況及び作業状況に

ついても併せて報告する。 

事業予定地敷地境界付近の

代表地点（1 地点） 

第 1 期工事及び西側施設工事の建設機械の稼働

台数が最大となると考えられる 1 年間（土木・建築

工事）のうち 4 季（各 1 週間） 

調査時の建設機械の型式、配

置、稼働状況及び作業状況に

ついても併せて報告する。 

各出入り口（3 地点） 

 

第 1 期工事の工事関連車両の走行が最大となる

時期（土木・建築工事）のうち 1 日 

工事関連車両の走行に伴う大

気質の影響は軽微であるため、

走行台数を調査する。 

事業予定地の敷地境界代表

地 点 （ 4 地 点 ） の 地 上 高 さ

1.2m の地点 

 

第 1 期工事：土木・建築工事（既設地下構造物撤

去）、土木・建築工事、設備工事の建設機械の稼

働台数が最大となる時期のうち各 1 日（建設作業

振動と同時）。 

西側施設工事：土木・建築工事、設備工事の建設

機械の稼働台数が最大となる時期のうち各 1 日

（建設作業振動と同時）。 

調査時の建設機械の型式、配

置、稼働状況及び作業状況に

ついても併せて報告する。 

事業予定地周辺の工事関連

車両が集中する主要道路沿

道 3 地点 

第 1 期工事の土木・建築工事（既設地下構造物撤

去）、土木・建築工事、設備工事の工事関連車両

の走行台数が最大となる時期のうち各 1 日（道路

交通振動と同時）。 

交通量調査も併せて行う。 

事業予定地の敷地境界代表

地点（4 地点） 

 

第 1 期工事：土木・建築工事（既設地下構造物撤

去）、土木・建築工事、設備工事の建設機械の稼

働台数が最大となる時期のうち各 1 日（建設作業

騒音と同時）。 

西側施設工事：土木・建築工事、設備工事の建設

機械の稼働台数が最大となる時期のうち各 1 日

（建設作業騒音と同時）。 

調査時の建設機械の型式、配

置、稼働状況及び作業状況に

ついても併せて報告する。 

事業予定地周辺の工事関連

車両が集中する主要道路沿

道 3 地点 

第 1 期工事の土木・建築工事（既設地下構造物撤

去）、土木・建築工事、設備工事の工事関連車両

の走行台数が最大となる時期のうち各 1 日（道路

交通騒音と同時） 

交通量調査も併せて行う。 

敷地内の排水出口（1 地点） ○水素イオン濃度、濁度 

排水期間中（簡易測定による連続測定） 

○水素イオン濃度、濁度、浮遊物質量、鉛、砒

素、ほう素及びふっ素 

建設工事中のうち排水期間中（1 回/月） 
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表 5-2 事後調査計画（工事中） 

 調 査 項 目 調 査 方 法 

地

 

下

 

水

 

【地下水の水質の程度】 

鉛、砒素、ほう素及びふっ素 

「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9 年

度環境庁告示第 10 号）に定める方法 

地

 
 

盤

 

【地盤沈下の程度】 

地盤変位の状況、地下水位の状況 

水準点測量、観測井等による地下水位の確認 

土

 
 

壌

 

【有害物質の土壌への負荷の程度】 

有害物質の種類、環境基準超過土壌の処理方

法、処理量及び環境基準超過の程度 

○環境基準超過土壌の処理方法及び処理量 

  工事記録の読みとり及び汚染土管理票の整理 

○有害物質の種類、環境基準超過の程度 

  「土壌汚染等対策指針」（平成 15 年 名古屋市告示第

413 号）に基づく方法 

動

 
 

物

 

【動物（鳥類）への影響】 

陸生動物（鳥類）の動物相の状況、陸生動物（鳥

類）の重要な種の状況 

「自然環境アセスメント技術マニュアル」（1995 年 （財）自

然環境研究センター）に準拠 

○鳥 類 

ポイントセンサス調査、任意直接観察調査 

湿地に生息する鳥類の事業予定地周辺の利用状況調

査 

廃
棄
物
等

 

【廃棄物等の発生の程度】 

建設廃棄物等の発生量、建設廃棄物等の再資源

化の状況 

工事記録からの読みとり等 

温
室
効
果

 

ガ
ス
等

 

【温室効果ガス等の発生の程度】 

二酸化炭素 

工事記録から建設機械及び工事関連車両の種類及び稼

働台数を整理し、推計する。 

【交通安全等への影響】 

工事関連車両の走行台数及び交通安全措置の

状況 

工事記録及び現地確認により、発生集中交通台数及び

歩行者、自転車数を整理する。また、交通安全設備等の

設置状況を確認する。 

安

 

全

 

性

 

【交通の状況】 

交通量 

 

 

○自動車交通量 

数取器を使用し連続して交通量を調査する。 

車種分類は、小型車類（乗用車、小型貨物車）、大型

車類（普通貨物車、バス）とする。 

○歩行者交通量 

数取器を使用し連続して調査する。 
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調 査 地 点 調 査 時 期 備  考 

掘削部代表 6 地点（既設地下

構造物、受泥棟、第 1 汚泥

棟、受電棟、返流水処理施設

及び焼却炉棟） 

建設工事中のうち排水前に 1 回及び排水期間中 1

回/月 

 

敷地境界付近の 4 地点 建設工事中のうち地盤沈下がほぼ完了する時期

（盛土完了後約 210 日程度）まで（1 回/月） 

 

工事区域内 建設工事中（掘削工事） 
 

事業予定地西側護岸、稲永

公園、空見緑地及び調査対

象区域（陸域部）も調査範囲

とする。 

 

第 1 期工事及び西側施設工事の建設機械の稼働

台数が最大となると考えられる 1 年間のうち 4 季 

 

工事区域内 工事期間中 
 

事業予定地及びその周辺 工事期間中 
 

事業予定地出入口部 3 箇所 第 1 期工事の土木・建築工事（既設地下構造物撤

去）、土木・建築工事、設備工事の工事関連車両

の走行台数が最大となると考えられる時期のうち

各 1 日 

 

事業予定地周辺の工事関連

車両が集中する主要道路沿

道 3 地点及び事業予定地東

側歩道 

第 1 期工事の土木・建築工事（既設地下構造物撤

去）、土木・建築工事及び設備工事の工事関連車

両の走行台数が最大となると考えられる以下の時

期 

○通常時 

国際展示場で催事が行われていない平日と休

日（日・祝日）について各 1 日 朝 6 時から 22

時まで 

○混雑時 

国際展示場で催事が行われている休日（日・祝

日）について 1 日 朝 6 時から 22 時まで 

ASJ モデル 2003 で使用できる

分類で調査を行う 
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参考資料 参考資料 参考資料 参考資料 

 評価書時点における施設計画及び配置計画は、以下のとおりである。 

 

１．施設計画 

施設の概要は表 1 に示すとおりである。 

施設は、機能毎に別棟とし、受泥棟、汚泥棟、焼却炉棟、返流水処理施設、管理棟、受電・

ポンプ棟、し渣洗浄棟、沈砂洗浄棟及び熱利用棟を計画する。 

汚泥焼却から発生する熱は、場内で利用するとともに、今後、利用用途を検討し、熱の有効

利用を図ることとする。 

なお、し渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟のみ昼間運転とし、それ以外の施設は 24 時間稼働であ

る。 

 

表 1 施設の概要 

施設の形状寸法 
項  目 施 設 の 概 要 

第 1 期施設供用時 本施設全体供用時 

受泥棟 汚泥の受入、貯留を行う施設 
平面：57ｍ×45ｍ 

断面：高さ 22ｍ 

平面：100ｍ×45ｍ 

断面：高さ 22ｍ 

第 1 汚泥棟 汚泥の濃縮及び脱水を行う施設 平面：146ｍ×45ｍ 断面：高さ 31ｍ 

第 2 汚泥棟 同上 － 
平面：146ｍ×45ｍ 

断面：高さ 31ｍ 

第 1 焼却炉棟 脱水汚泥を焼却する施設 
平面：63m×83ｍ 

断面：高さ 30ｍ 

平面：133ｍ×83ｍ 

断面：高さ 30ｍ 

第 2 焼却炉棟 同上 － 
平面：133ｍ×83ｍ 

断面：高さ 30ｍ 

返流水 

処理施設 

返流水を凝集沈殿法により処理する施

設 

平面：40ｍ×86ｍ 

断面：高さ 8ｍ 

（地下 12ｍ） 

平面：82ｍ×86ｍ 

断面：高さ 8ｍ 

（地下 12ｍ） 

受電・ポンプ棟 

本施設の受電を行う施設であり、併せ

て処理した返流水を宝神下水処理場

へ送水するポンプ設備を有する施設 

平面：63ｍ×33ｍ 

断面：高さ 15ｍ（地下 17ｍ） 

熱利用棟 
汚泥焼却により発生する熱を利用する

施設 

平面：51ｍ×29ｍ 

断面：高さ 18ｍ 

し渣洗浄棟 
本施設及び各下水処理場等から発生

するし渣を洗浄脱水する施設 
－ 

平面：30ｍ×50ｍ 

断面：高さ 20ｍ 

沈砂洗浄棟 
本施設及び各下水処理場等から発生

する沈砂を洗浄する施設 
－ 

平面：48ｍ×50ｍ 

断面：高さ 20ｍ 

管理棟 本施設の運転管理を行う施設 
平面：50ｍ×36ｍ 

断面：高さ 19ｍ 

 

２． 配置計画 

配置計画は、図 1(1)～(2)に示すとおりである。 

配置計画は、当初計画を見直し、以下に示す内容を変更した。これにより、機能の合理化、

建設コストを含めたトータルコストの低減を図る。 
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・ 返流水処理方式について、コスト、維持管理性の観点から、水処理方式の見直しを行っ

た。その結果、施設がよりコンパクトとなった。 

・ 汚泥棟への送泥距離を短くし、維持管理上のリスクを軽減するため、受泥棟を第１汚泥棟

と第 2 汚泥棟の間に配置替えした。 

・ 周辺環境対策に配慮し、臭気の漏洩が懸念されるし渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟を敷地中

央部にあたる第１焼却炉棟と第２焼却炉棟の間に配置替えした。 

・ 熱利用効率を高める観点から、新たに熱利用棟を設け、最短の動線で熱回収が可能な

第１焼却炉棟と第２焼却炉棟の間に配置した。 

 

 

正門 

約650m 

約710m 

Ｎ 

緑

地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

S=1/5000 

煙突 

約240m 

※造成工事は敷地全体に対して行う 

※第1焼却炉棟は基礎工事を全体に対して行う 

※機械電気設備は全体の1/4規模を整備する 

受電･ 
ポンプ棟 

管理棟 第1汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

受泥棟 
（汚泥受入） 

熱利用棟 

返流水 

処理施設 
駐車場 

第1焼却炉棟 
（焼却・排ガス処理） 

図 1(1) 第 1 期施設配置計画 

 

 

正門 

約240m 

約650m 

約710m 

Ｎ 

緑

地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

緑 地 

S=1/5000 

煙突 

第2汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

第1汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

第1焼却炉棟 
（焼却・排ガス処理） 

熱利用棟 

返流水 

処理施設 
駐車場 

受 泥 棟 
（汚泥受入） 

管理棟 
受電･ 

ポンプ棟 

し渣 

洗浄棟 

沈砂 

洗浄棟 
第2焼却炉棟 

（焼却・排ガス処理） 

図 1(2) 全体施設配置計画 
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